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はじめに 

 
 山口大学は、平成 19 年度特許庁大学知財研究推進事業「大学研究におけるパテントマッ

プを用いた特許情報の活用についての研究」を実施した。これは、「大学における研究者用特

許情報データベース活用モデルの構築と検証（平成 18 年度特許庁大学における知的財産権

研究プロジェクト）」の成果を踏まえて新たな展開を模索したものである。今回は、大学研究

者が研究テーマ選定や産業技術上の立ち位置等を確認する際にパテントマップを利用するこ

とを前提に、研究者が使いやすいマッピングシステムを検討し、システムの具体的な提案を

行った。これらは、大学におけるイノベーション創出を更に促進するための研究である。 

これまでの研究で、特許情報に対する研究者の意識と行動は、特許情報検索と活用に対す

る習熟度により類型化されることが判明している。即ち、論文情報は把握しているものの特

許情報の活用経験がなく特許情報の研究への活用に関心が薄い研究者、論文情報・特許情報

を一通り把握している研究者、そして論文情報・特許情報を研究情報として整理し必要な情

報は技術マップまで含めて十分に把握している研究者である。最初の類型に属する研究者に

は、特許情報の読み方等の基礎的なサポート教材開発、技術開発の方向性や基本特許・重要

特許が見える簡易パテントマップ作成ソフトの提供が有効と考えられる。後者、二類型の研

究者は、従来の研究テーマから応用展開する意識が薄いケースもあり、これについては他分

野への技術展開が予測可能なパテントマップ作成ソフトの提供が望ましい。本研究では、大

学研究者がパテントマップを効果的に利用しながら研究に取組むための基本的な考え方を集

約するとともに、最終的には、大学研究者が簡単に利用できるパテントマップ作成ソフトの

提供と検証に到達することができた。研究過程で得られたパテントマップ作成ソフトは報告

書裏扉のDVD-Rに収録するとともに、一定期間は山口大学内のホームページからWEBサービス

として試用可能としている。本研究が、大学研究者のパテントマップ活用を促し、結果とし

て戦略的知財創出に積極的な影響を与えることができたら望外の喜びである。 
委員の皆様、セミナー講師の皆様、アンケートやヒアリング調査に御協力いただいた皆様、

フォーラム等で活発な議論に御参加いただいた皆様、更に研究組織参加者が発する数多くの

希望を迅速に取り入れてマッピングシステムを完成に導いた開発者の皆様方には、ひとかた

ならぬご厚情をいただきました。ここに、紙面を借りて御礼申し上げます。 
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【要約】 

 

第１章 本研究の目的 

本研究は、大学等の研究者がイノベーションの創出につながる研究を行うために、パテ

ントマップを効果的に利用しながら研究に取組む手法を開発するものである。この開発に

は、大学等の研究者が使いやすい基本特許・重要特許が把握できるパテントマップ作成の

ためのソフト開発が含まれている。 

 

第２章 研究手法と研究内容 

本研究は次の手法で実施している。 

1  マッピングソフトのたたき台の作成 

2  大学研究者用パテントマップ作成ソフトの開発 

1 の結果を参考とし、大学研究者の習熟度等に応じ、研究テーマから他の領域への応用

展開の表示機能、複数検索語句の手動による重み付け等とそれを利用したスコアリング機

能、一定の技術開発の方向性や基本特許・重要特許の表示機能等の機能を有する大学研究

者用パテントマップ作成ソフトを開発する。また、ＩＰＣ等の分類検索と特許公報発行期

間を組み合わせたグラフ生成、テキスト検索と特許公報発行期間を組み合わせたグラフ生

成等、通常用いられるパテントマップ作成処理のライブラリー及び文書中の単語頻度分析

機能を利用した、複数文書からの絞り込み検索機能等も開発する。 

3  大学研究者用パテントマップ作成ソフトの改良 

4  パテントマップ作成ソフト及びそのソフトで作成した特許マップの公開 

5  作成したパテントマップ作成ソフトの活用教材制作と配信 

 

 

第３章 研究者の知的財産に対する意識とパテントマップ作成ソフトのあり方 

 研究組織等による議論を通して、研究者の特許情報に対する意識や行動様式を確認し

た。それを踏まえて、研究者用に今回作成するパテントマップ作成ソフトの仕様を固めて

いる。 

 

第４章 大学研究者用パテントマップ作成ソフトの開発と改良 

第 3 章の議論および大学研究者の特許情報への対応に関する既存研究を踏まえて、今回

は「特許情報活用経験が無く、特許情報の研究活用に関心が薄い大学研究者」を対象に、

検索初心者が使いやすいパテントマップ作成ソフトを開発することとした。今回開発した

パテントマップ作成ソフトは、 

 1．検索結果を 3 ヶ月毎の特許出願件数推移でグラフ化するソフト 

2．単独あるいは複数組み合わせた検索語句をスコアリング処理、すなわち検索語句に

研究者が任意に重み付け計数を設定してその結果を表示するソフト 

3．個別特許公報に用意されている整理標準化データ中の引用データベースに記録され

ている特許公報番号、および特許公報本文から抽出した特許公報番号を利用して、キ

ーとなる特許公報からの引用関係を可視化するソフトの三種類である。 
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なお、特許公報の引用関係可視化ソフトは、当初、キーとなる特許公報から過去方向

への引用関係を見るソフトとして開発していた。しかし、研究者ヒアリングの過程で、

過去方向への引用関係を把握した後に、重要特許・基本特許と思われる公報が見つかっ

たら（当該特許公報が引用された回数が多い）、その公報の被引用関係を将来方向に可視

化するとその後の展開が理解できるという御意見をいただき、その機能を組み込んだ改

良を行っている。 

 

第５章 パテントマップ作成ソフトの検証 

本章ではマッピングソフトの検証を行っている。今回は、検索結果を特許出願件数推移

グラフとして表示するソフト、検索語句に対して任意の重み付け係数でスコアリング処理

を行うソフト、特許公報相互の引用・被引用関係をグラフ化および時間軸樹形図でマッピ

ングを行うソフトを作成しているが、前二者は単純な処理の可視化でありマッピング結果

について効果検証を行う必要性は薄い。一方で、最後の特許公報相互の引用・被引用関係

のマッピングは、特許公報の相互関係を数世代遡及した後に形成される、グルーピングさ

れた公報群に意味があるか否かを含めて検証を行う意義があると考えられる。従って、引

用・被引用関係のマッピングに絞ってデジタルカメラの技術をテーマに検証を行ってい

る。引用・被引用関係の起点となる公報は、あらかじめテキスト検索で絞り込んだ公開特

許公報 2003－304441 号を利用した。出願日は 2002 年 4 月 11 日、発明の名称は「ディジ

タルカメラ」であり、補正等の手続処理もない状況で 2007 年 8 月 3 日に特許第 3993457

号として登録されている。 

 

第６章 パテントマップ作成ソフトを利用したマッピング事例 

今回作成したマッピングソフトを利用したマッピング事例を紹介した。事例で利用す

るテーマは、経口薬関連で薬を飲んだときの苦みをマスキングする技術、浴槽排水関連

技術、ホームページの閲覧制限関連技術である。テーマ毎に、検索結果の特許出願件数

推移グラフ表示、スコアリング処理、特許公報相互の引用・被引用関係マッピングを組

み合わせて提示している。 

 

第７章 パテントマップ作成ソフトの利用方法（e-learning を含む） 

今回作成したマッピングソフトの導入と利用方法を開設している。 

１．パテントマップ作成ソフト導入 

本パテントマップ作成ソフトは報告書裏表紙に貼付した DVD-R に収録されている。本

ソフトは、基本的にユーザー側で用意した検索結果の特許公報番号等を、CSV 形式で本

ソフトに受け渡して処理を行なう汎用システムとして開発している。 

２．パテントマップ作成ソフト WEB サービスの提供 

適切な期間を設定して大学に対する WEB サービスの提供を実施する。サービス条件は、

http://t-kimura03.cc.yamaguchi-u.ac.jp/exterorg/hou007.html 

の『◆パテントマップ作成ソフトお試し WEB サービスについて（期間限定）』に記述。

また、e-learning 等を利用した本ソフト使用方法の説明サイトを紹介している。 
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第８章 ヒアリングおよびアンケート 

マッピングソフトの作成過程で、その周辺仕様やユーザーインターフェースの方向性

を探るために大学研究者を対象としたヒアリングを行った。マッピングソフトとの関係

では、特許情報利用に慣れていない研究者に対しては、今回作成した検索結果のグラフ

化、スコアリング、特許公報の引用・被引用関係のマッピングは、労せずして短時間に

重要特許・基本特許にたどり着ける可能性があり研究促進に一定の効果が得られるであ

ろうという意見が多かった。 

また、特許情報と論文情報の双方をリンクして、統一的に研究情報を検索できるシス

テムの利用に対する要望が強かった。 

F タームについて、利用方法が難しいという意見、特に他の分類検索と比較してテキ

スト検索との連携がない場合が多く、F タームと期間を組み合わせて検索する場合を除

き初心者には使いにくいという一部の意見があった。その一方で、多くの研究者の意見

として、F タームの分類記号体系は開発プロセス全体の考え方を見せているものである

から、研究開発で利用する際に良い分類体系と考えている。特許出願書類を書く場合に、

はじめに周辺部分の先行技術調査を行い、そこでの F タームがある程度定まってきた時

点で F タームリストを参考に書くことがある。即ち、アイデアがどこに位置するのかを

確認する意味で、F タームは使い勝手が良いという意見が寄せられた。 

 なお、F タームに懐疑的な研究者も、F タームの分類体系に疑問を持っているのでは

なく、体系があまりにもしっかりしているので研究者の自由な発想を制約する危険性を

感じていることが判った。 

ある技術領域の研究を長年続けていると自然と基本特許はこれだと分かるようにな

る。その場合に、基本特許の被引用を見ていくとその後どのような技術展開があったの

かが分かる。引用だけで過去の公報との関連づけをするだけでなく、被引用で将来に向

かって公報との関連付けするマッピングシステムもほしいという要望があった。 

研究成果の技術移転先を考えるときに、ある特許公報の被引用関係を調査して、被引

用で拒絶査定となった特許出願の企業を調査して、そこに売り込みをはかったことがあ

る。その意味でも、特許公報の引用・被引用関係のマッピングは必要性が高い。 

化学式の検索は現状の特許検索システムでテキスト検索が掛けにくい。化学式が画像

データで表示されることが多く、該当部分はテキスト検索ではヒットしない。 

化学式の場合は、全く異なる用途の場合に見落としがちである。 

 基本特許を出発点に被引用で追っていくと、概ね従来技術を基礎とした複数の特許群

に集約することができる。なお、個々の特許群中に、一見、引用関係が希薄に見える特

許公報が存在することがある。しかし、この特許公報を精査すると従来技術を踏まえた

新規な着想や、技術の応用展開が記述されていることが多い。イノベーション創出の視

点で考えると、類似特許群の集約と検討も必要であるが、引用関係が希薄に見える特許

公報も応用展開に結びつく研究情報として貴重な存在である。 

遺伝子名で酵素名を検索する際に、名前で検索するとしても日本語名と英語名があ

る。一般的に酵素名はかなり統一されているが、生物学の場合いわゆる言葉のブレがあ

る。何とかをつくるための酵素という場合もあれば、この前の段階を分解する酵素とい

う名前の付け方もあり調べきれない。 
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表記のゆれに関しては類義語辞書を作る方法もあるが、それは二番手以降の研究者に

は有意義である。類義語辞書はトップ研究者が作成しないと意味がないが、最先端では

常時新しい用語が出てくるし、それを反映して異義語辞書を作成するトップ研究者が、

実はその情報を欲しいわけであり、その意味で恐らくいたちごっこのところがある。 

 また、本マッピングシステムの完成を待って、研究者に対して、将来的な改良点をお

聞きするために記述方式の簡単なアンケート調査を行った。 

 

第９章 まとめと今後の課題 

本研究は、大学等の研究者がイノベーション創出につながる研究を行うために、パテ

ントマップを効果的に利用して研究に取組む手法を開発することを目的とするもので

ある。研究者ヒアリング等を通して、研究を促進するためのマッピングソフトの方向性

を確定することができた。それを受けて、三種類のマッピングソフトを作成している。

次に、マッピングの検証を行ない、結果として、特許情報検索に関して初心者の研究者

が簡単に重要特許や基本特許を探知できることや、技術開発動向把握を可能とするソフ

トとしての機能を確認した。ソフト開発後に実施したアンケート調査では、将来的改良

についての示唆を含む意見が寄せられている。 

また、研究過程で新たに浮上した課題として、特許情報検索と活用の習熟度が高い研

究者に必要なマッピングシステムのあり方、技術の他分野への応用展開を本格的に指し

示すことができるマッピングシステムの開発、更に大学研究者を対象者に想定した、特

許情報をイノベーション創出に活用するための研修体制のあり方である。 

 

参考資料Ａ 公開セミナー報告 

本研究の成果普及をはかるため、2008 年 2 月 22 日（金）に三重大学と合同で公開セミ

ナーを実施した。参考資料として講師の福田氏、川上氏の資料を収載している。 

 

参考資料Ｂ 研究発表会発表資料 

2008 年 3 月 6 日（木）に実施された、平成 19 年度特許庁大学知財研究推進事業研究

発表会で利用したプレゼン資料を収載している。 
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第 1 章 本研究の目的 

 

 

本研究は、大学等の研究者がイノベーションの創出につながる研究を行うために、パテン

トマップを効果的に利用しながら研究に取組む手法を開発するものである。この開発には、

大学等の研究者が使いやすい基本特許・重要特許が把握できるパテントマップ作成のための

ソフト開発が含まれている。 

（図表 1－1）研究目的 

 

 

1－1 研究の必要性 

大学等においてパテントマップを効果的に利用することにより、研究者がイノベーション

の創出につながるような研究を行うことが期待されている。 

昨年度の、国立大学法人山口大学「大学における研究者用特許情報データベース活用モデ

ルの構築と検証（大学における知的財産権研究プロジェクト（特許庁事業））」の研究で、研

究者の特許情報に対する意識は「特許情報検索と活用に対する習熟度」等により、類型化さ

れることが判明した。例えば、論文情報は充分把握しているが、特許情報の活用経験がなく

特許情報の研究への活用に関心が薄い研究者がいる。このような研究者に対しては、特許情

報の読み方等の基礎的なサポート教材開発、及び、簡便に、一定の技術開発の方向性や基本

特許・重要特許が見えるパテントマップ作成ソフトが有効であると考えられる。 

他方、論文情報、特許情報について、研究に必要な情報は十分把握している研究者は、自

己の研究テーマから他の領域に応用展開する意識が薄いケースが散見されることがある。こ

の場合、自己の研究から応用展開が見えるマッピングソフト開発が有効であると考えられる。 

このため、大学研究者用の汎用的なパテントマップ作成ソフトを開発し、それを各大学に



  － 8 － 

提供することで、大学研究者がパテントマップを活用してさらなる研究促進及び戦略的知財

創出等が期待されるものである。本研究は、このような大学研究者の習熟度等に応じて、大

学研究者用パテントマップ作成ソフトを開発し、大学研究者がパテントマップを効果的に利

用しながら研究に取組むための手法を提案するものである。 

 

1－2 既存の研究成果との関係 

平成 18 年度大学における知的財産権研究プロジェクトで、山口大学は「大学における研究

者用特許情報データベース活用モデルの構築と検証」を実施した。しかし、そこでは分野別

のパテントマップを制作することが主目的ではなく、各分野の研究者が自立的に特許情報を

活用する方策とその際の問題点と解決方法を提案することに力点が置かれていた。また、優

秀なマッピングソフトが民間から多数提供されているものの、研究者が自己の発想を深め、

自己の研究領域から他分野に広がる技術の応用展開を示唆するものは手薄になっている。 

以上の点を踏まえ、本研究では、これらの問題を解消するマッピングソフト作成と大学研

究者がこれを理解した上で使うための教材作成と配信や配信用ｅラーニングソフトを開発す

ることを目的としたものである。この部分は、従来の研究や既存のパテントマップ作成シス

テムと異なる性格を持つ。 

本研究の成果として、①汎用的なパテントマップ作成ソフトの作成及び各大学への提供に

より大学研究者の研究促進を図ることができること、②これらのシステムを利用したパテン

トマップが量産（研究室毎のオリジナルマップ量産）されることにより、大学研究者の戦略

的知財創出に資すること、③大学研究者がこれを理解して使いこなすための教材作成と配信

やｅラーニングソフト配信、公開セミナーを開催して成果普及を図ることで大学研究者の戦

略的知財創出を更に促進すること等が期待される。 
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第 2 章 研究手法と研究内容 

 

 

2-1 本研究は下記内容で実施する。 

 

1  マッピングソフトのたたき台の作成 

大学研究者が自己の研究を促進するためのパテントマップのあり方について、マッピング

ソフトのたたき台を作成する。併せて、大学工学部等の研究促進を観点としたマッピングの

あり方をヒアリングする。 

 

2  大学研究者用パテントマップ作成ソフトの開発 

1 の結果を参考とし、大学研究者の習熟度等に応じ、研究テーマから他の領域への応用展

開の表示機能、複数検索語句の手動による重み付け等とそれを利用したスコアリング機能、

一定の技術開発の方向性や基本特許・重要特許の表示機能等の機能を有する大学研究者用パ

テントマップ作成ソフトを開発する。 

また、ＩＰＣ等の分類検索と特許公報発行期間を組み合わせたグラフ生成、テキスト検索

と特許公報発行期間を組み合わせたグラフ生成等、通常用いられるパテントマップ作成処理

のライブラリー及び文書中の単語頻度分析機能を利用した、複数文書からの絞り込み検索機

能等も開発する。 

 

3  大学研究者用パテントマップ作成ソフトの改良 

2 で開発された大学研究者用パテントマップ作成ソフトを提示して、機能の不足、インタ

ーフェースの改良情報等を取得するために、アンケート調査を実施する。 

併せて、大学研究者を対象に、作成したパテントマップ作成ソフトの使い勝手、機能等につ

いての意見を収集する。 

アンケート調査の結果及び大学研究者の意見を基に、パテントマップ作成ソフトを改良す

る。 

 

4  パテントマップ作成ソフト及びそのソフトで作成した特許マップの公開 

上記で開発された大学研究者用パテントマップ作成ソフトをウェブ上で公開する。また、

そのソフトを利用して作成した代表的技術のパテントマップをウェブ上で公開する。 

 

5  作成したパテントマップ作成ソフトの活用教材制作（ｅラーニングソフトを含む）・配信 

 研究者がパテントマップ作成ソフトを利用するためのマニュアルを制作する。マッピング

とその読み方・技術開発の展開等について教材を制作しウェブ上に公開する。それらの中で、

ｅラーニングソフトにすることが適切な内容をｅラーニングソフトとして開発してウェブ上

に公開する。 
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第 3 章 研究者の知的財産に対する意識と 

パテントマップ作成ソフトのありかた 
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第 3 章 研究者の知的財産に対する意識とパテントマップ作成ソフトのありかた 

 

 

3－1 イノベーションの創出について 

 

本研究は、大学等の研究者がイノベーションの創出につながる研究を行う際に、パテント

マップを効果的に利用しながら研究に取組む手法を開発するものである。 

さて、近年、イノベーションを単に技術革新と置き換えるより、技術革新が産業創造を引

き起こす社会的営みを含む幅広い概念として理解されるようになっている。その技術分野や

研究フェーズで相異はあるが、個々の開発技術が具体的な産業創造に影響を与えるまでには、

開発技術の製品への作り込み等の様々な研究が必要になる。ブレイクスルーを狙う最先端の

研究であっても、そこで得られた技術が先鋭であるほど製品化への要素技術の落とし込みは

幅広く長い道のりになることが多い。現実に産業創造に至るまでには、ブレイクスルーを狙

う研究活動から要素技術への落とし込みを行う研究活動まで幅広い活動が行われており、役

割分担で遂行されたり同一研究者が全てを担当することもあるだろう。工学部等の開発系学

部でも、全体を俯瞰するとこれらの研究が混在して進められるのが現実である。研究者ヒア

リングを行うと、制御系の基本概念に近い領域の研究では研究情報として論文情報が優れて

いるケースが見られるが、一般的には出願公開までのタイムラグを差し引いても特許情報も

論文情報と同様に研究情報としての価値があるものと考えられる。なぜならば、ブレイクス

ルーの技術も、ある局面を過ぎると一気に製品化に向けた要素技術開発競争に移行すること

があり、そのタイミング予測が困難であるゆえにそれに備えた特許情報のマッピングと事前

の戦略立案が必要になるからである（図表3－1）。 

また、技術の他分野への応用展開や周辺部分への展開もイノベーションを引き起こす重要

な要素であり、この場合は異なる技術分野の特許情報も含めた調査が効果的である。 

（図表3－1）イノベーションとブレイクスルーの研究 
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次に、産学連携の視点から考えると、当初から大学発技術の外部移転を考えるのであれば、

企業と同様に、ある技術について戦略的な特許網を構築することが望ましい。もちろん、管

理コストや大学研究室の体制から考えると、このような手法を実現できるのはごく一部の研

究室に限られるのが通例である。但し、産学連携を指向する大学研究者であれば、少なくと

も、想定される技術移転先企業の知財戦略に悪影響を及ぼさない程度に特許情報を整理する

ことは必須であろう。 

 

 

3－2 ブレイクスルー技術で特許情報のみのケースもあり得る 

 

ブレイクスルーの研究そのものについて、公開までのタイムラグを持つ特許情報が、論文

情報と同じ役割を果たせるかという点については様々な見解が存在する。図表 3－2 で、論文

発表と特許出願行動の組み合わせを表した。大学では論文発表のみのケースが多いことが容

易に想定されるが、企業は当然の行動として製品開発に結びつけることが原則であるから、

企業研究者にはその論文発表は認めないのが原則である。例えば、企業が 100 億円かけて研

究開発をした技術を、会社のコントロールなしで発表を認めることはあり得ない。また、会

社の技術でコアの部分を発表させないことは当然である。特許出願も行わないという選択も

あるが、恐らく一番多いケースは、原則は大半をノウハウとして管理して必要最小限度の箇

所だけは特許出願するパターンである。このケースであれば、研究論文を探してもヒットし

ないことになる。即ち、ブレイクスルー技術であっても論文検索のみでは探索できない特許

が確かに存在する。また、論文発表なしで特許出願のみを行う組み合わせでは、ブレイクス

ルー技術であっても、たとえタイムラグがあるにしても特許情報を調べる価値があるだろう。 

（図表3－2）企業と大学の出願行動等 
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3－3 研究者の意識と階層構造 

 

 平成 18 年度大学における知的財産権研究プロジェクト「大学における研究者用特許情報デ

ータベース活用モデルの構築と検証（山口大学）」の研究で、研究者の特許情報に対する意識

調査を実施している（図表 3－3）（図表 3－4）。この、研究者アンケート調査では、大学研

究者の 1／4 が特許情報を利用していることが判っている。 

 

（図表3－3）特許情報検索が困難である理由 

       

（図表3－4）研究者の特許情報に対する意識 

 

 特許情報を利用していない理由は、34%が分類検索が難しい、42%が検索結果が希望通りに

ならないという意見であった。特に、生物学分野などではかなり用語にバラエティがあるの

で、類義語を把握していないと検索をしても予定した結果が得られない。また、パテントマ

ップのような整理された情報が欲しいという意見が多かった。そこで、今回はこれらの対応

策として簡易マッピングソフトを作成することにした。 

また、本年度のヒアリングでも、特許情報検索への習熟度合いに応じた 3 種類の階層があ

ることが確認できた。はじめに、特許情報検索や読み込みに慣れていない研究者。この階層
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は、論文情報は十分把握しているが特許情報に関しては検索したことがない階層で、特許情

報に関して使い出したら何にでも使えるという思いを持っている方が多い。次に、中間階層

はある程度必要な時に特許情報は検索するが、研究情報として論文情報の比重が高い。一番

上の階層の研究者は既に頭の中にマッピングが入っているので特許情報は調べる必要はない

と考えている階層である。今回は、三階層のうち、最も特許情報検索に慣れていない研究者

が、テキスト検索を手始めにして簡単に重要特許や基本特許にたどりつく仕組みを整備した

ものである。 

 

 

3－3 委員会での議論抜粋 

 

【企業と大学における研究テーマ選定時の時間的スコープの違い等】 

●大学の研究者と企業の研究者で特許情報の使い方はどう違うのか、テーマの選び方が違う

のでしょうか。企業では、3 年後 5 年後に事業にする、お金にするなど、具体的なテーマが

あり、それを基に計画を作り 1 年毎に区切りをつけて進めています。大学の場合はどうなの

でしょうか、色々あると思いますが 10 年先、20 年先を見たテーマ、3 年後には製品化できる

テーマを選んで大学で研究をされているのでしょうか。 

 

●5 年先のことまで一緒にやりましょうという条件では企業はつきあってくれません。大学

でやった成果を世の中に生かす。これまでのような、論文などで間接的に理論を使って、ど

こかの企業が事業化して貢献すれば良いということではなく、大学が一つの法人として技術

移転するなり、ライセンスで企業と同じようにやるとするならば、おのずとテーマの選び方

も短期的なテーマ、中長期的なテーマに分けて担当するようにしないと法人として成り立た

ないのではないかと思います。そういう環境で見ると、企業も大学もあまり変わりません。

要は短期的な 3 年後にはもう製品化できるようなテーマを持っていないといけないし、5 年

後 10 年後にはこういう市場が広がるから、それを見たテーマを選んでやるということもある。

大雑把に言えば、大学も企業も同じとすれば、特許情報の使い方はなんだろうなと思います。 

 

●そうすると、論文は企業にとっては全く価値がない。それよりも、特許を書いて研究開発

費用を投資する成果をちゃんと企業に帰属させる。このために特許出願を上手い形で権利化

していかないといけないということになっていて、私も当然そうすべきであると思っており

ます。Ｘ社の中でも、論文は研究者にしても特許出願の後であるし、特許出願の前に論文発

表なんてありえない。論文発表して公知にしてしまうことはありえない。Ｘ社が毎年有価証

券報告書にあるように 100 億円以上研究開発に投資している。その研究成果を勝手に個人の

判断で公知にしてしまって権利が取れないということはありえないから。いかに論文よりも

特許が先かということは大学も同じになってくるかもしれないと思います。要は、研究者は

テーマに応じて特許情報からどのような知見を得て、どういうアウトプットにして、アウト

プットは特許出願もあるし製品化もありますよね。3 年後に設定された製品化の前に、その

製品をカバーするために 2 年後に特許の網を張っておく。それをやっておかないと投資に対

する成果も完全に回収できない、製品化だけでは全ては回収できない。それはちゃんと自社

で独占的に技術をしてこそ意味がある。 
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●私は企業出身なので言わせていただくと大学では全然違うという感想があります。要する

に企業では事業が決まっていて、特許出願で周辺特許を固めてそれで商品を出す。それに関

してあまり漏れは無い。その一方で、大学では先生方によってそれぞれテーマが異なるため

企業のようなことはできない。 

 

●研究所の職員で、完成した発明が世界初だということで特許情報を調べたのです。一つ限

定して、こういう製品のこういう機能を持ったものでは世界初だということで調べた。そう

すると、『こういう材質のものでは』世界初だということがわかり、条件のついた世界初に変

わってくるので、自分のやろうとしている研究は主観的には世界初であると思っている。と

ころが日本では年間 40 万件、アメリカでは 40 万件を超えた、それが 20～30 年たっているの

でよほどのものでないと・・途中省略・・だから、方向性を変えるとか、あるいは特許情報

をヒントに具体的に研究すべき部分が見えてきたという効果になるのではないか。 

 

【企業研究者の論文発表に関して】 

●質問ですが、企業では先に出願をして、論文発表も許可制で審査を経てからになると思う

のですが、色々な技術の場合に一つの出願をしたから論文発表しても良いとはすぐにはなら

ないと思うのですね。全部出願が終わった所で許可が出ると思うのですけれども、一般的に

見てそのタイムラグ、会社としてあなたは論文発表してよいとなる時期はどの位でしょうか。 

 

●研究の領域によって全然違います。ほとんど発表できないものもあります。 

 

●概念的なところは論文発表しても困らないこともあります。他の企業の方から見れば 3 年

後のこういう分野のビジネスチャンス、こういう製品のイメージ、こういう機能の製品につ

ながることができる。基本的に特許出願といっても 10 件から 100 件くらいまで一つのテーマ

で出願するのに幅がありますので、やはり 1 年とか 2 年とか研究にはかかりますよね。それ

をずっと論文を遅らせるということはないと思いますよ。 

 

●オープンの仕方は多少特許との絡みとか他の企業を意識して、これはオープンにできない

ということは意識します。ただし、少なくとも発表する所と、その周辺は出願をやっていく

でしょうね。他の企業が見たときにすぐ思いつきそうなことはやっておかないと危ない。学

会論文は利用できますから。 

 

●要は、企業同士の行動様式では、Ｘ社でやる気が無かった出願を１件見て、Ｚ社がその出

願の 1 件を見てこれはまずいと判断して、2 ヶ月後に最初の 1 件、半年の間に 20 件、そのＸ

社が出願した周りを埋める出願をしたのです。発明者で見たら 18 名集めています。それは、

あれだけ大きな会社が、Ｘ社の 1 件を見てこれは将来まずいと、このまま基本特許を取られ

たらまずいと評価をして、発明者は忙しいのだけれども、18 人の発明者にあなたはここのア

イディアを出せと、Ｘ社の基本特許の周りを埋めて基本特許を実施しようとしたらその後か

ら出願した具体的な周辺特許を実施せざるを得ないような戦術をとったことに感心していま

す。 
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【研究情報が出てこないケース】 

●分野によると思うのですが、例えば企業が非常に進んでいる研究分野の場合、企業はほと

んど特許出願していないかもしれないし、論文ももちろん出していないのですね。ノウハウ

として隠してしまっている。そのあたりを大学の卒論や修論でやっていないのかなと危惧し

ています。 
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第 4 章 大学研究者用パテントマップ作成ソフトの開発 

 

 

4－1 パテントマップ作成ソフト概要 

 

 第 3 章の議論および大学研究者の特許情報への対応に関する既存研究 1）を踏まえて、今回

は主として「特許情報活用経験が無く、特許情報の研究活用に関心が薄い大学研究者（図表

4-1 のＡ類型）」を対象に、検索初心者が使いやすいパテントマップ作成ソフトを開発するこ

ととした。但し、図表 4-1 のＢ類型、Ｃ類型の大学研究者についても、技術を他分野へ応用

展開する発想を促すために利用可能であると考えている。 

（図表 4－1）パテントマップ作成ソフトの基本的考え方 

 

 今回開発したパテントマップ作成ソフトは、 

 1．検索結果を 3 ヶ月毎の特許出願件数推移でグラフ化するソフト 

2．単独あるいは複数組み合わせた検索語句をスコアリング処理、すなわち検索語句に研究

者が任意に重み付け計数を設定してその結果を表示するソフト 

3．個別特許公報に用意されている整理標準化データ中の引用データベースに記録されてい

る特許公報番号、および特許公報本文から抽出した特許公報番号を利用して、キーとな

る特許公報からの引用関係を可視化するソフトの三種類である。 

なお、特許公報の引用関係可視化ソフトは、当初、キーとなる特許公報から過去方向への

引用関係を見るソフトとして開発していた。しかし、研究者ヒアリングの過程で、過去方向

への引用関係を把握した後に、重要特許・基本特許と思われる公報が見つかったら（当該特

許公報が引用された回数が多い）、その公報の被引用関係を将来方向に可視化するとその後

の展開が理解できるという御意見をいただき、その機能を組み込んだ改良を行っている。 

１）山口大学『大学における研究者用特許情報データベース活用モデルの構築と検証（平成 18 年度特許庁 

大学における知的財産権研究プロジェクト）』（山口大学、2007） 
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4－2 検索結果（期間別出願件数）グラフ化 

 

本節では、検索結果を 3 ヶ月毎の特許出願件数推移でグラフ化するパテントマップ作成ソ

フトを紹介する。なお、次節以降の表示も含め、検索結果のマッピングに至るまでの途中経

過図は便宜的に山口大学特許検索システムの画面を利用した。今回作成したパテントマップ

作成システムは、CSV 形式で情報の受け渡しを行なう汎用システムとして開発している。従

って、基本的には利用者が一定形式で検索データを調整することができたら、本パテントマ

ップ作成システムと連携可能である。 

次頁の図表 4－3 が、最終的な検索結果を 3 ヶ月毎（4 半期毎）の特許出願件数推移として

グラフ化した図である。図表 4－2 は、公報全文に「光触媒」「親水」の両方かそのうちのい

ずれかが含まれ、かつ、公報全文に「暗黒」「遮光」の両方かそのうちのいずれかが含まれる

特許公報を検索表示している。ここでは、検索結果合計 4041 件の冒頭部分を示した。なお、

検索結果は最大で 10 万件（100 件×1000 ページ）まで表示されるようになっている 

 

（図表 4－2）光触媒技術で検索 

 

 

 この検索結果表示画面から、グラフ表示ボタンをクリックすると次頁のグラフ画面となる。

検索処理要求が輻輳した場合のグラフ化処理完了までの速度を考慮して、最終的にはソフト

の初期設定値を検索結果 1000 件以下の場合に表示するようにしている。 
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（図表 4－3）光触媒技術で検索した結果のグラフ化 

 
 

 グラフは、検索結果リストを利用して暦年を基準に 3 ヶ月毎に集計した特許出願件数推移

を表している。特許情報の活用等に慣れていない前述Ａ類型研究者の場合、恐らく技術用語

や学術専門用語をテキストで検索するパターンが多いと考えられる。出願件数のグラフ化と

いう簡単なマッピング処理ではあるが、検索結果を処理し可視化することで短時間に一定の

特許出願傾向を把握することができる。図表 4－3 の事例でも、光が遮断された、あるいは短

時間しか光が投影しない状況下で機能する光触媒の出願件数は、1992 年 4 月から 6 月と 2004

年 1 月から 2005 年 3 月までの期間にピークがあることがわかる。研究者は、この情報を基に

該当期間を重点的に検索して出願件数増加理由や開発動向を探り、結果として研究時間合理

化の恩恵や着想のヒントを入手することが可能である。 
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4－3 明示的なスコアリング（重み付け）検索 

 

本節では、単独あるいは複数の検索語句を組み合わせた状態でスコアリング処理を行い、

その結果を表示するソフトを紹介する。これは、研究者ヒアリングの中から着想を得たもの

であり、研究者が意図的に検索語句に重み付け係数を設定して結果表示を行うものである。

研究者は、スコアリングやマッピング処理等が完全にブラックボックス化されることに漠然

とした不安感をいだいており、自分が選択した研究データについて選択に至る処理の根拠を

ある程度明確に把握することを望んでいる。そこで、単純に研究者自身で各検索語句の重み

付けを行う（1 から 10 の範囲）スコアリングソフトを制作した。 

 

（図表 4－4）スコアリングなしの場合 

 
図表 4－4 は、前節と同じく、公報全文に「光触媒」「親水」の両方かそのうちのいずれか

が含まれ、かつ、公報全文に「暗黒」「遮光」の両方かそのうちのいずれかが含まれる特許公

報を検索する画面である。画面右欄に重み付け係数をプルダウンメニューから選択する箇所

があり、ここでは全て 1 倍（スコアリングなし）で処理する画面となっている。ここでの検

索結果合計 4041 件は基本的に公報発行順に表示されることになる。 

次頁の図表 4－5 は、公報全文に「光触媒」「親水」の両方かそのうちのいずれかが含まれ

る部分を 1 倍に、そして論理積となる公報全文に「暗黒」「遮光」の両方かそのうちのいずれ

かが含まれる部分を 10 倍とする重み付け検索で特許公報を並び替えたものである。結果とし

て、光が遮断されたか短時間しか投影しない状況で機能する光触媒に関心を示す出願人が上

位に表示されることになる（図表 4－6）。 

 

重み付け係数は

全て 1 倍 
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（図表 4－5）スコアリングありの場合 

 

（図表 4－6）暗黒・遮光の重み付けを 10 倍にすると 

 

重み付け係数を

10 倍にすると 

重み付け係数を 10 倍にすると 

特定の会社が上位に浮上する 
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4－4 特許公報引用・被引用関係のグラフ化等 

 

本節では、個別特許公報で整備されている整理標準化データ中の引用情報データベースに

記録されている特許公報番号、および特許公報本文から抽出した特許公報番号も利用して、

キーとなる特許公報から過去に向けた特許公報の引用関係を樹形図等で可視化するソフトを

紹介する。併せて、過去方向への引用関係を把握する過程で被引用回数（当該特許公報が引

用された回数）が多い特許公報が見つかったら、その公報は重要特許あるいは基本特許の可

能性が高いので、その公報が引用された関係を将来方向に可視化するソフトも紹介する。 

なお、整理標準化データ中の引用情報データベースには非特許文献も含まれているが、今

回は引用・被引用関係で特許公報間を相互に行き来するマッピングソフト作成が目的であり、

非特許文献は除外してシステムを設計した。また、特許公報本文から抽出する特許公報番号

は、公報番号の間に半角あるいは全角スペースが挿入されている事例が多い、そこで、これ

らを含めたパターン解析を行いながら特許公報本文中の公報番号を抽出している。 

 

（図表 4－7）検索の手始めは公報全文のテキスト検索から 

 

 ここでは、特許情報検索に慣れていない研究者を想定して、公報全文へのテキスト検索等

から引用・被引用関係のマッピング画面に移行するようにしている。今回は、公報全文に「光

触媒」と「暗黒」の両方が含まれる（論理積）特許公報を検索した（図表 4－7）。画面二段

目の特許公報である特許第 3894144 号の左にあるチェックボタンをクリックして、次に左上

にある「引用表示」ボタンをクリックすると次頁の図表 4－8 の引用表示画面が表示される。

なお、図表 4－7 の公開特許公報 2004－275999 は特許第 3894144 号の公開特許公報であり、

この部分をチェックしても同じ結果となる。 

１．左欄のチェックボタン

をクリックする 

２．次に引用表示ボタンを

クリックする 
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（図表 4－8－1）特許第 3894144 号の公開特許公報 2004－275999 の引用関係が表示される 

 

 図表 4－8－1 は公開特許公報 2004－275999 の引用関係 

をマッピングした図である。マッピング結果表示行が多いため、 

結果表示の全体を、次頁以降に図表 4－8－2 から図表 4－8－7 として表示している。ここでは、

結果的に公開特許公報 2004－275999 号の審査過程等で引用されている過去の特許公報を表示し

ている。審査過程等で引用される情報は、拒絶理由としての引用や特許査定の際の引用等いくつ

かの分類があるが、今回のシステムでは工数の関係で引用に至る理由に対応した異なる処理は行

っていない。なお、公報本文中に記述されている特許公報番号も引用関係に反映されている。 

画面上部にある、引用文献・被引用文献欄で、被引用文献のチェックボタンをクリックすると

当該特許公報を引用した公報を将来に向かってマッピングすることができる。 

 図表 4－8－1 の「引用回数」は、キーとなっている公開特許公報 2004－275999 号の審査過程

等や公報本文中で引用されている回数である。重要特許・基本特許を探索する場合により有効な

情報は「被引用回数」であり、これはキーとなっている公開特許公報で引用されている過去の公

報について、その公報が引用されている回数を表示している。例えば、公開特許公報 2004－275999

号で何らかの形で引用されている公開特許公報平 07－171408 号は、その後に発行された特許公

報から 106 回引用されている（被引用）ため、重要特許・基本特許に近い公報と推測される。次

に、この公開特許公報平 07－171408 号をキーにして、公開特許公報平 07－171408 号から過去方

向に引用されている特許公報を調べると、件数は 0 件である。従って、公開特許公報平 07－171408

号が、基体上に光触媒粒子を接着させる光触媒体と製造方法に関して「難分解性結着剤を用いて

光触媒粒子をあらゆる基体上に脱離することなく接着する」「その場合でも光触媒体は充分な光

触媒機能が得られる」等に関して出発点にある技術の可能性が高いと推測される。 

公開特許公報 2004－

275999 の引用関係

公報番号をクリックする

と特許公報が表示される

（INPIT 公報固定アドレ

スサービスを利用） 

この公報は被引用回数が

多いので重要特許・基本特

許の可能性が高い 

数字をクリックすると 

当該公報の被引用関係

表示に飛ぶ 
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（図表 4－8－2）特許第 3894144 号の公開特許公報 2004－275999 の引用関係表示 続き

 

（図表 4－8－3）特許第 3894144 号の公開特許公報 2004－275999 の引用関係表示 続き 
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（図表 4－8－4）特許第 3894144 号の公開特許公報 2004－275999 の引用関係表示 続き 

 

（図表 4－8－5）特許第 3894144 号の公開特許公報 2004－275999 の引用関係表示 続き 
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（図表 4－8－6）特許第 3894144 号の公開特許公報 2004－275999 の引用関係表示 続き 

 

 

（図表 4－8－7）特許第 3894144 号の公開特許公報 2004－275999 の引用関係表示 続き 

 

 

上記マッピングで被引用回数が多い特許公報の引用関係等を順に探っていくと、比較的簡

単に重要特許・基本特許に到達する可能性が高い。例えば、図表 4－8－4 で 33 件引用されてい

る、公開特許公報平 05－309267 の「33 件」の数字をクリックして引用関係を表示させると 

次頁の図表 4－9 に示すマッピングが表示される。更に、公開特許公報平 05－17153 の被引用

回数が 6 回と表示されている部分をクリックして、公開特許公報平 05－17153 の引用関係を

過去に向かってマッピングすると（図表 4－10）引用関係が見えないため、とりあえずここ

が技術の起点である可能性が高いと推測することができる。 
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（図表 4－9）公開特許公報平 05－309267 の引用関係表示 

 

（図表 4－10）公開特許公報平 05－17153 の引用関係表示 
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 次に、引用被引用関係を、横方向時間軸で樹形図に表記するマッピングソフトを紹介する。 

（図表 4－11）公開特許公報 2003－304441（デジカメ）の引用・被引用関係樹形図 一部抜粋 
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（図表 4－12）公開特許公報平 05－309267（光触媒）の引用・被引用関係樹形図 

 

 

 前頁の図表 4－11 は、デジカメ技術に関する公開特許公報 2003－304441 公報発行日を起点

に過去に向かって引用・被引用関係を樹形図で表示したマッピングである。関係する公報件

数が多いため、ここではマッピングイメージの提示にとどめて樹形図先頭部分のみを表示し

ている。同様に、図表 4－12 は、光触媒技術に関する公開特許公報平 05－309267 公報発行日

を起点に引用・被引用関係を樹形図でマッピングしたものである。 

本節で紹介した特許公報の引用・被引用関係を処理するマッピングは、研究者がグラフ表

示を参照しながら次々に特許公報の引用・被引用間を探索可能であり、更に樹形図表示で研

究開発の推移を把握すれば、基本特許・重要特許の探索と技術展開の全体像を短時間で理解

することができるシステムとなっている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  － 36 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  － 37 － 

 

 

 

 

 

第 5 章 パテントマップ作成ソフトの検証 

 

 

 

 

5－1 パテントマップ作成ソフト検証について 

5－2 引用・被引用関係マッピングの検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  － 38 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  － 39 － 

第 5 章 パテントマップ作成ソフトの検証 

 

 

5－1 パテントマップ作成ソフト検証について 

 

 本章ではマッピングソフトの検証を行う。今回は、検索結果を特許出願件数推移グラフと

して表示するソフト、検索語句に対して任意の重み付け係数でスコアリング処理を行うソフ

ト、特許公報相互の引用・被引用関係をグラフ化および時間軸樹形図でマッピングを行うソ

フトを作成した。このうち、前二者は単純な処理の可視化であり、マッピング結果について

効果検証を行う必要性は薄い。最後の、特許公報相互の引用・被引用関係のマッピングは、

特許公報の相互関係を数世代遡及した後に形成される、グルーピングされた公報群に意味が

あるか否かを含めて検証を行う意義があると考えられる。従って、次節では引用・被引用関

係のマッピングに絞って検証を行う。 

 

5－2 引用・被引用関係マッピングの検証 

 

本節では、デジタルカメラの技術をテーマに、特許公報相互の引用・被引用関係のマッピ

ング全体の検証を行う。引用・被引用関係の起点となる公報は、あらかじめテキスト検索で

絞り込んだ公開特許公報 2003－304441 号を利用した。出願日は 2002 年 4 月 11 日、発明の名

称は「ディジタルカメラ」であり、補正等の手続処理もない状況で 2007 年 8 月 3 日に特許第

3993457号として登録されている。はじめに、公開特許公報2003－304441の引用関係表示を、

図表 5－1－1 から図表 5－1－8 まで 8 枚の図表に表示する。 

（図表 5－1－1）公開特許公報 2003－304441 の引用関係表示・・本図表を含めて以下 8 枚

 

公開特許公報 2003－

304441 の引用関係 
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（図表 5－1－2）公開特許公報 2003－304441 の引用関係表示 

 

（図表 5－1－3）公開特許公報 2003－304441 の引用関係表示 
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（図表 5－1－4）公開特許公報 2003－304441 の引用関係表示 

 

（図表 5－1－5）公開特許公報 2003－304441 の引用関係表示 
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（図表 5－1－6）公開特許公報 2003－304441 の引用関係表示 

 

（図表 5－1－7）公開特許公報 2003－304441 の引用関係表示 
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（図表 5－1－8）公開特許公報 2003－304441 の引用関係表示 

 

 

図表 5－1－7 で表示されている、被引用件数が 32 件の公開特許公報平成 08－22343 号の引

用関係を図表 5－2 で表示する。この場合、公開特許公報平成 06－70314 と公開特許公報平成

05－12957 の被引用件数がそれぞれ 21 件で比較的多いので、更にこれら公報の引用関係を調

べると重要特許・基本特許にたどり着く可能性が高い。 

（図表 5－2）公開特許公報平成 08－22343 の引用関係表示 
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同様に、図表 5－1－7で表示されている被引用件数が 39件の公開特許公報平成 06－133081

号の引用関係を図表 5－3 で表示した。ここでは過去への引用が表示されないので、本公報が

重要特許・基本特許に近いと考えられる。 

（図表 5－3）公開特許公報平成 06－133081 の引用関係表示 
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 次に、これまでに扱った公開特許公報 2003－304441 の引用・被引用関係全体関係を図表 5

－4 として群表示する。 

（図表 5－4）公開特許公報 2003－304441 の引用・被引用関係樹形図・・・検証用の群表示 

 

 図の中心部にある「元公報」が、今回マッピングの起点とした公開特許公報 2003－30444

号である。ここから、過去に向かって引用関係の連関を表示しグルーピングした樹形図とな

っている。なお、線の太さは引用回数を表しているが、この図では線の長さは群表示を見や

すくするために任意に伸張している。線の長さが時間距離ではないことにご留意頂きたい。

当該マッピングソフトの最終バージョンは、横方向の時間軸上に引用関係の連関を表示する

形に変更して開発の時系列が把握できるようにした（図表 5－5－1～図表 5－5－3）。 

 第五世代 I 群は、デジタルカメラの外部記憶媒体とカメラ本体間のデータ受け渡しに関す

る種々のアイデアが集約されている。第四世代 G 群は、デジタルカメラの外部記憶媒体とカ

メラ本体間のデータ受け渡し効率化を図るために情報の圧縮伸張技術を利用するアイデアが

集約されている。第四世代 D 群は、デジタルカメラ単体からパソコンを介さずにプリンター

と直結して印刷をする、あるいはその際に必要な情報の圧縮伸張技術が集約されている。第

四世代 E 群は、ファクシミリ・プリンター等の特性処理、制御コード受け渡しに伴う、特性

の認識やエラー処理等のアイデアが集約されている。第五世代 K 群は、銀塩写真の自動化さ

れたプリント時の事前処理で画像を電子的に作成するアイデアが集約されている。第五世代

L 群は、ロール印画紙の焼き付け工程時のコマ番号印字、画像と印字情報との対比に画像判

断や認識を伴うアイデアが集約されている。これらを見ると、世代を経てまとまった特許公

報群が、一定の技術にほぼ収束していることがわかる。特許公報の引用・被引用関係のマッ

ピングという簡単な処理であるが、研究者がテキスト検索等で見つけた公報番号から短時間

で一定の技術開発推移を把握可能であることが確認された。 
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 なお、集約された特許群を見ると、希に、関連性が薄いものと勘違いする特許公報が存在

する。しかし、これらの公報を詳細に読むと意外な着想や技術の応用展開を示唆する情報が

隠されていることが多い。今回の研究はマッピングシステム作成に比重をかけているため、

この部分について詳しい検討は行っていないが、論文情報や特許情報を駆使して研究を進め

ている研究者に技術の応用展開を示唆する要素が含まれている可能性があり、今後の検討課

題と思われる。 

 図表 5－5－1～図表 5－5－3 に、最終改良の横方向時間軸上に引用連関を表示するマッピン

グを示す。本公報引用関係図は件数が多く縦長の図となっているため、分割して表示した。 

 

（図表 5－5－1）公開特許公報 2003－304441 の引用・被引用関係 横方向時間軸樹形図 
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（図表 5－5－2）公開特許公報 2003－304441 の引用・被引用関係 横方向時間軸樹形図 続き 
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（図表 5－5－3）公開特許公報 2003－304441 の引用・被引用関係 横方向時間軸樹形図 続き 
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第 6 章 パテントマップ作成ソフトを利用したマッピング事例 

 

 

6－1 パテントマップ作成ソフトを利用したマッピング紹介 

 

 本章では、今回作成したマッピングソフトを利用したマッピング事例を紹介する。 

事例で利用するテーマは、経口薬関連で薬を飲んだときの苦みをマスキングする技術、浴

槽排水関連技術、ホームページの閲覧制限関連技術である。テーマ毎に、検索結果の特許出

願件数推移グラフ表示、スコアリング処理、特許公報相互の引用・被引用関係マッピングを

組み合わせて提示する。 

 

6－2 経口薬の苦みマスキング技術 

 

本節では、薬を飲む際の苦みマスキング技術のマッピングを行う。 

ここでは、検索初心者の研究者を想定してテキスト検索から開始することとした。公報全

文に「経口」が含まれる、公報全文に「苦み」「苦味」のいずれかあるいは双方が含まれる、

公報全文に「マスキング」が含まれる、公報全文に「フレーバー」が含まれる特許公報、以

上の要素を共通集合で検索すると 120 件が抽出された（図表 6－1）（図表 6－2）。 

 

（図表 6－1）当初の検索 
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（図表 6－2）当初の検索で抽出された 120 件の特許公報 注）１頁目のみ表示した 

 

 次に、この 120 件の経年別出願件数をマッピングする（図表 6－3）。 

（図表 6－3）当初検索で抽出された 120 件の経年別出願数推移 
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 図表 6－3 を見ると、本テーマで検索した特許出願数推移には二つのピークがあり、各々

1997 年に 13 件、2002 年に 19 件となっている。そこで、1997 年を例に、出願された 13 件を

調べると「三栄源エフ・エフ・アイ株式会社」が、スクラロースという甘味料、化学式 C12H19Cl3O8 

に関する出願を集中的に出願していることがわかる（図表 6－4）。 

（図表 6－4）当初検索で抽出された 120 件で 1997 年の特許出願  
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 次にスコアリング処理によるマッピングを行う。公報全文に「経口」が含まれるものを一

倍、公報全文に「苦み」「苦味」のいずれかあるいは双方が含まれるものを一倍、公報全文に

「マスキング」が含まれるものを一倍、そして公報全文に「フレーバー」が含まれるものを

十倍として重み付け検索を行った（図表 6－5）。 

（図表 6－5）検索語句で「フレーバー」のみを十倍の比重でスコアリング 

 

 スコアリングによるマッピング結果を図表 6－6 で表示する。ここで最上位に表示された公

開特許公報平成 10－167988 号に絞り、次頁以降で引用関係マッピングを行うこととする。 

（図表 6－6）「フレーバー」のみ十倍でスコアリングした結果 注）１頁目のみ表示した 

 

「フレーバー」のみ十倍

の重み付け 
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 公開特許公報平成 10－167988 号で引用されている特許公報のマッピング（図表 6－7）。 

 

（図表 6－7）公開特許公報平成 10－167988 号の引用関係 

 

上記のマッピングを参考に、リスト中で被引用回数が多い特許公報の被引用関係を更に調査す

ると効率的な研究が可能である。 

次頁に、これらの引用関係を特許群で検討する（図表 6－8）。 
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（図表 6－8）公開特許公報平成 10－167988 号の引用関係特許群 

 

 最も参照件数（被引用件数）が多い公報は、公開特許公報平成 01－242524 で発明の名称は

「シロップ剤」である。出願日は 1988 年 3 月 22 日、この時点でシメチジン等の経口投与時

に苦味をマスキングする技術としてグリチルリチン酸またはその塩と甘味料を適切な比率で

加えるシロップ剤を調整する技術が開示されていることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起点公報

公開特許公報平成 01－

242524 が最も参照件数

が多い
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6－3 浴槽排水関連技術 

 

本節では、前節と同様の手法を利用して、浴槽配水関連技術マッピングを行う。 

引用・被引用関係の起点となる公報は、あらかじめテキスト検索で絞り込んだ公開特許公

報 2007-211579 号を利用する。この出願の一部は特許第 3886055 号として登録されている。 

（図表 6－9）公開特許公報 2007-211579 号の出願経緯 

 

本出願では、特許第 3886055 号として登録された後に公開特許公報 2007-211579 号が発行

されているため、別途、山口大学の学生が手作業で作成した公開特許公報 2007-211579 号の

出願経緯図を参考資料として示した（図表 6－9）。 

次に、図表 6－10－1 から図表 6－10－5 で本公開公報の引用関係マッピングを表示する。 

（図表 6－10－1）公開特許公報 2007-211579 号の引用関係 
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（図表 6－10－2）公開特許公報 2007-211579 号の引用関係 続き 

 

（図表 6－10－3）公開特許公報 2007-211579 号の引用関係 続き 
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（図表 6－10－4）公開特許公報 2007-211579 号の引用関係 続き 

 

（図表 6－10－5）公開特許公報 2007-211579 号の引用関係 続き 
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前頁までの公開特許公報 2007-211579 号引用関係マッピングで、最も被引用数が多い公開

特許公報平成 03-260230 号について過去方向に引用関係を調べると引用文献は存在しなかっ

た。従って、本出願が重要特許・基本特許である可能性が高いと思われる。 

（図表 6－11）公開特許公報平成 03-260230 号の引用関係 

 

 

（図表 6－12）公開特許公報平成 03-260230 号の被引用関係 

 

 念のために、同公開特許公報の被引用関係マッピングを図表 6－12 に示した・ 
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（図表 6－13）公開特許公報 2007-211579 号の引用関係特許群

 

前節の苦味マスキングの特許群表示と同じく、一定のグルーピング化が成立していること

がわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起点

公報
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6－4 閲覧制限技術 

 

本節では、閲覧制限技術のマッピングを行う。引用・被引用関係の起点となる公報は、あ

らかじめテキスト検索で絞り込んだ公開特許公報 2002-116972 号を利用する。出願日は 2000

年 10 月 11 日、発明の名称は「情報閲覧方法及びシステム並びに情報閲覧用プログラムを記

憶した記憶媒体」である。 

（図表 6－14）公開特許公報 2002-116972 号の被引用関係 

 

 

 

前節までと同様に、被引用件数

の最も多い公開特許公報平成

11-015840 の引用を調査する。

ここからの引用がないので、公

開特許公報平成 11-015840 が重

要特許・基本特許の可能性があ

る。 
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第７章 パテントマップ作成ソフトの利用方法 

 

 

7－1 パテントマップ作成ソフトの利用方法 

 

 今回作成したマッピングソフトは下記の方法で利用することができる。 

１．パテントマップ作成ソフト導入 

本パテントマップ作成ソフトは、報告書裏表紙に貼付した DVD-R に収録されている。組込

方法は、DVD-R の中にある readme.txt の記述を参考にしていただきたい。本ソフトは、基本

的にユーザー側で用意した検索結果の特許公報番号等を、CSV 形式で本ソフトに受け渡して

処理を行なう汎用システムとして開発している。 

 

２．パテントマップ作成ソフト WEB サービスの提供 

 適切な期間を設定して大学に対する WEB サービスの提供を実施する。サービス条件は、 

http://t-kimura03.cc.yamaguchi-u.ac.jp/exterorg/hou007.html 

の『◆パテントマップ作成ソフトお試し WEB サービスについて（期間限定）』を御参照下さい。 

（図表 7－1）本報告書関連 WEB サイト 

 

ＷＥＢサービスの条件

等はここに記述 

e-learning および付属

資料はここに記述 
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7－2  e-learning の利用 

 

e-learning 等を利用して、本ソフト使用方法の説明サイトを提供している。 

サイトへのアクセスは、前頁図表 7－1 の『◆作成したパテントマップ作成ソフトの利用方

法』を御参照下さい。ここでは、下記のビデオ教材とテキストの配信を行っている。なお、

ビデオ教材の視聴には WEB ブラウザーにフラッシュプレーヤーが組み込まれていることが要求

される。 

 

（図表 7－2）e-learning ソフト 
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第 8 章 ヒアリングおよびアンケート 

 

 

8－1 ヒアリングの概要 

 

 マッピングソフトの作成過程で、その周辺仕様やユーザーインターフェースの方向性を探

るために、2007 年 11 月から 2008 年 2 月にかけて大学工学部の研究者を対象としたヒアリン

グを行った。大学研究者の方の発言を中心に概要を順に記述する。マッピングソフトとの関

係で、特許情報利用に慣れていない研究者は、今回作成した検索結果のグラフ化、スコアリ

ング、特許公報の引用・被引用関係マッピングは、労せずして短時間に重要特許・基本特許

にたどり着ける可能性があり研究促進に一定の効果が得られるという意見が多かった。 

 

●特許情報と論文情報の双方をリンクして、統一的に研究情報を検索できるシステムがあれ

ば利用したい。 ※編者注釈 これは、ヒアリングの際に過半の研究者から表明される意見

である。学技術振興機構等でサービスが開始されている機能である。 

 

●F タームを利用した検索は、他の分類検索と比較してテキスト検索との連携がない場合が

多く、F タームと期間を組み合わせて検索する場合を除き、初心者には使いにくい。 

 

●F タームの分類記号体系は、開発プロセス全体の考え方を見せているものであるから、研

究開発で利用する際に良い分類体系と考えている。特許出願書類を書く場合に、はじめに周

辺部分の先行技術調査を行い、そこでの F タームがある程度定まってきた時点で F タームリ

ストを参考に書くことがある。即ち、アイデアがどこに位置するのかを確認する意味で、F

タームは使い勝手が良い。 

 

●F タームに懐疑的な研究者に対してその理由を詳細にお聞きすると、F タームの分類体系に

疑問を持っているのではなく、体系があまりにもしっかりしているので研究者の自由な発想

を制約する危険性を指摘していることが判った。要は、F タームの考え方について理解した

上で、分類体系を先に見るのか、あるいは自由な発想を試みた後で見るのかという利用のプ

ロセスについて意見を持っている場合が多い。 

 

●大学でも、特定の会社との関連で既存技術であっても後から追いかける研究を行うことが

ある。先行で他社に実施されている場合でも、どうしてもそこに参入しなければならない局

面の場合は、マッピングをしっかり実施して自己の研究の産業技術上の立ち位置を確認する

必要がある。 

 

●企業でも、本当に新しい研究開発に着手する際には、研究情報の調査を論文からスタート 

するケースが多い。但し、技術を製品に落とし込んでいく局面では特許情報の整理やマッピ

ングが必須である。 

 

●ある技術領域の研究を長年続けていると自然と基本特許はこれだと分かるようになる。そ
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の場合に、基本特許の被引用を見ていくとその後どのような技術展開があったのかが分かる。 

 

●引用だけで過去の公報との関連づけをするだけでなく、被引用で将来に向かって公報との

関連付けするマッピングシステムもほしい。 

 

●海外の某世界企業は特許のポートフォリオを評価するのに被引用を使っている。すなわち、 

自分の特許はどのくらい引用されているか、あるいは、自分の特許が引用されて相手の特許

出願の権利化をどの程度阻止しているかを確認している。  

 

●研究成果の技術移転先を考えるときに、ある特許公報の被引用関係を調査して、被引用で

拒絶査定となった特許出願の企業を調査して、そこに売り込みをはかったことがある。その

意味でも、特許公報の引用・被引用関係のマッピングは必要性が高い。 

 

●化学式の検索は現状の特許検索システムでテキスト検索が掛けにくい。化学式が画像デー

タで表示されることが多く、該当部分はテキスト検索ではヒットしない。 

 

●化学式の場合は、全く異なる用途の場合に見落としがちである。 

  

●IPC で、官能基ごとに分類をしてくれたら便利かもしれない。この意見に対してヒアリン

グ同席者から、日本は別にして、一部、IPC 分類付与の精度が低い国もあるので機能しない

のではないかという意見が発せられた。 

 

●基本特許を出発点に被引用で追っていくと、概ね従来技術を基礎とした複数の特許群に集

約することができる。なお、個々の特許群中に、一見、引用関係が希薄に見える特許公報が

存在することがある。しかし、この特許公報を精査すると従来技術を踏まえた新規な着想や、

技術の応用展開が記述されていることが多い。イノベーション創出の視点で考えると、類似

特許群の集約と検討も必要であるが、引用関係が希薄に見える特許公報も応用展開に結びつ

く研究情報として貴重な存在である。 

 

●特に遺伝子配列になると、多少異なっても類似のものはありえるので、検索漏れが多い。  

 

●長文となる遺伝子配列は、公報本文ではなく別ファィルで提供されている場合が多く、検

索システムに乗っていない場合が多いのではないか。 

 

●遺伝子名で酵素名を検索する際に、名前で検索するとしても日本語名と英語名がある。一

般的に酵素名はかなり統一されているが、生物学の場合いわゆる言葉のブレがある。何とか

をつくるための酵素という場合もあれば、この前の段階を分解する酵素という名前の付け方

もあり調べきれない。ある酵素を調べようとすると、それと同じものを示している名前を日

本語で 2 つ、英語で 3 つと揃えて投入しなければならない。「引っ越し」に「っ」が入るのと

入らないのがあるのとがあるのと同様で非常に微妙なブレがある。実際には、ブレがある何

十個、何百個という検索語句を一度に投げてそれぞれに対する答えが必要になってくる。 
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●表記のゆれに関しては類義語辞書を作る方法もあるが、それは二番手以降の研究者には有

意義である。類義語辞書はトップ研究者が作成しないと意味がないが、最先端では常時新し

い用語が出てくるし、それを反映して異義語辞書を作成するトップ研究者が、実はその情報

を欲しいわけであり、その意味で恐らくいたちごっこのところがある。 

 

▲ヒアリング担当者の意見として、各社のシステムを利用して特許情報テキスト検索を行う

際に、検索フィールドの違いを意識していない研究者が多いと感じている。 

 

8－2 アンケートについて 

 

本マッピングシステムの完成を待って、2008 年 2 月から 2008 年 3 月上旬にかけて、大学

工学部と工業高等専門学校の研究者を対象として、将来的な改良点をお聞きするために記述

方式の簡単なアンケート調査を行った。そこで、今回のマッピングシステムに関して提示さ

れた意見を記述する。 

 

●引用文献データの属性、つまり特許査定の引用か拒絶理由の引用かという属性を反映した

マッピングシステムを実現して欲しい。 

 

●IPDL の検索でテキスト検索ができない古い情報も、テキスト検索できるようにしてほしい。 

 

●検索による特許公報のグループ化、可視化は有効だと思います。今後、更に短時間で効率

よく、取りこぼし(見過ごし）のない検索法を確立してほしい。 

 

●研究活動や技術者教育を実施する際、グルーピングが活用しやすいと思います 

 

●外国特許、それも先進国と発展途上国のマッピング化と類似性の強い特許との比較検討が

容易にできるシステムはできないでしょうか。 

 

●出願されている特許が、どこまで実用化されているのかを簡単に知りたい。 

 

●引用関係をグループ化して過去に遡ったグラフで、各群ごとに一定のグルーピングができ

るシステムを更に改良して利便性向上を図ってほしい。 

 

●特許検索インストラクターの依頼を受けた際に同意語の検索が困難でした。自分の研究分

野であれば容易に浮かんでくるものですが、専門分野外の依頼であった場合は依頼をされた

先生に教えて頂く必要があり、見落としがあったのではないかと不安になりました。あらか

じめ同意語をデータベース化している検索システムがあれば良いと思います。 

 

●マッピングシステムとしては今回作成されたソフトで満足しているので、公的な教育機関

には突起検索システムと併せて無償で使えるようにして頂きたい。 
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●技術開発の方向性の評価ができるとありがたい。 

 

●リアルタイムで、競合企業の開発動向が監視できるシステムであれば便利だと思います。 

 

●公報番号の引用・被引用関係のマッピングに、簡単なテキストマイニングなどを付与し、

真に関連の深い特許のみを抽出するようにしてほしい。 

 

●以前、特許検索の際に自分の見たい資料がなかなか探し出せずに苦労した記憶があります。

今回、マッピングシステムの開発ということでこの資料を読んだところ、非常に便利なシス

テムだと感じました。このシステムなら、以前自分が感じた「使い勝手が悪い」ということ

はなくなると思います。そういった意味では、特に希望する項目はありません。ただ、条件

検索など行うと、本当に欲しい情報が実は他にあったなどということは起こるのでしょうか。

使う側の理解（知識）も必要なら、ある程度は類義語辞書を作るとわかりやすいのかもしれ

ません。 
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第 9 章 まとめと今後の課題 

 

 

今回の研究は、大学等の研究者がイノベーション創出につながる研究を行うために、パテ

ントマップを効果的に利用して研究に取組む手法を開発することを目的とするものである。

特に、論文情報検索は適切に実施しているものの、特許情報検索と活用には慣れていない研

究者に重点をおいて研究を実施した。もちろん、特許情報活用経験が豊富な研究者にも、研

究者自身のドメインとなる技術領域から飛び出して、応用展開の着想を得るために利用する

マッピングシステムとして機能する要素も一部含んでいる。 

委員会組織による検討や日常的なワーキンググループ打ち合わせ、そして研究者ヒアリン

グを通して、対象とする研究者が簡便にマッピングを行い、それを活用して研究を促進する

ためのマッピングソフトの方向性を確定することができた。 

それを受けて、1．検索結果を 3 ヶ月毎の特許出願件数推移でグラフ化するソフト、2．単

独あるいは複数組み合わせた検索語句のスコアリング処理、3．個別特許公報の引用情報デー

タベース等を利用して、キーとなる特許公報からの引用や被引用関係を可視化する三種類の

マッピングソフトを作成している。 

次に、これらのマッピングソフトを利用して、いくつかの技術についてマッピングを実施

して検証を行った。結果として、今回作成したソフトは比較的簡便なマッピングソフトでは

あるが、特許情報検索に関して初心者の研究者が、比較的短時間で重要特許や基本特許を探

知することや技術開発動向を把握することを可能とするソフトとして一定の機能を確認して

いる。また、ソフト開発後に実施したアンケート調査では、将来的改良についての示唆を含

む意見が寄せられている。 

研究を進めていく中で浮上した今後の新たな課題は、特許情報検索と活用の習熟度が高い

研究者に必要なマッピングシステムのあり方、技術の他分野への応用展開を本格的に指し示

すことができるマッピングシステムの開発、更に、大学研究者を対象者に想定した、特許情

報をイノベーション創出に活用するための研修体制のあり方である。 
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研究体制 

 

－研究委員会－ 

【委員】 

岡本 和彦 宇部興産株式会社 研究開発本部 知的財産部 

上西 研 山口大学技術経営研究科 研究科長 

川上 由基人 （株）ホエブス 代表取締役社長 

木村 友久 山口大学技術経営研究科 教授 

信末 孝之 信末特許事務所 所長 弁理士 

千秋 隆雄 山口大学技術経営研究科 教授 

千葉 泰久 宇部興産株式会社 代表取締役副社長 

福代 和宏 山口大学技術経営研究科 准教授 

藤井 文武 山口大学産学公連携・創業支援機構 准教授 

堀 憲次 山口大学産学公連携・創業支援機構 副機構長 

三木 俊克 山口大学副学長（学術研究担当） 産学公連携・創業支援機構長 

山野 秀二 ＴＯＴＯ株式会社 知的財産部 

 

【オブザーバー】 

安藤 竜馬 エコマス株式会社 代表取締役社長 

石川 紘子 エコマス株式会社 

加納 好昭 山口大学産学公連携・創業支援機構 知的財産本部ディレクタ 

境 昭二 宇部興産株式会社 ＣＴＯグループ 

出口 昌信 宇部興産株式会社 研究開発本部知的財産部 

藤本 昌平 山口大学産学公連携・創業支援機構 知的財産本部ディレクタ 
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